
ユーザーＩＤ登録申請手順書（１／２） 

１．「少額物品、少額役務」をクリックする。 

※役務については出納局入札用度課で調達を行わないので、役務案件が登録されることはありません。 

 

「少額物品、少額役務」をクリック 



２．「利用者申請・変更」をクリックする。 

 

「利用者申請・変更」をクリック 



３．左上に表示される「利用者登録処理」をクリックする。 

 

 

 

 

 

「利用者登録処理」をクリック 



４．「ＩＤ登録申請」をクリックする。 

 

 

 

 

「ＩＤ登録申請」をクリック 



５．「業者番号」と「商号又は名称」を入力し、検索をクリックする。 

 

 

 

 

 

 

 

１．「業者番号」と「商号又は名称」を 

  入力する 

２．「検索」をクリック 

※注意事項 ・「業者番号」と「商号又は名称」は、有資格者名簿に登録されている「登録番号」と「商号又は名称」を入力してください。

（有資格者名簿は県の出納局入札用度課のホームページに掲載しています。） 

      ・「業者番号」は半角数字で９桁入力してください。（例：名簿登録番号が 011111111であれば、頭の 0も含めて入力） 

      ・「商号又は名称」の（株）や（有）の（）は全角で入力してください。 

・この画面では「ユーザＩＤ」と「パスワード」は入力しないでください。 

 


